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≪大阪地方裁判所≫
実用新案権侵害差止等請求事件
（足先支持パッド事件）［上］（全２回）

−平成26年（ワ）第4916号、平成28年３月17日判決言渡−

事件の骨組

　本件は、被告が製造、販売した足指間パッド（被告商品、商品名「大山式ボディメイクパッド」等）
が、原告（権利者Ａ）の所有する実用新案権（登録第3170112号）の登録考案の技術的範囲に属するとして、
被告商品の製造、譲渡等の差止め、廃棄とともに、同被告商品に付された標章が、原告会社（㈲ガルボ
プランニング、同㈲ガルボプランニングは実用新案権の独占的通常実施権の設定を受けている。）の所有
する商標権（登録第5537006号）を侵害しているとして、同被告商品の譲渡等の差止め、廃棄を求め、さ
らに実用新案権の独占的通常実施権侵害、商標権侵害に基づく損害賠償が請求された事件である。
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